
平成２２年度　審判部総会議事録

１．開催日時･場所
　　　　平成２３年４月２４日（日）　１２：３０～１４：１０　　地域会議室３階・中会議室

２．定足数
　　　　平成２２年度審判部　部員数３０名（出席１6名、委任状１３名，欠席１名）
　　　部員3０名中、有効者数が ２９名で過半数を超えている為、本総会は、”有効”’とする。
　　　　（今年度で退会が１名の為、平成２３年度審判部　部員数は２９名となります。）

３．議長選出
　　　　議長選出　　下村　章吾    （日立ﾏｼﾊﾞﾄﾞ ）

４．議事内容
　　一号議案　　審判部活動報告   
　　　４．１　下記の3点を中心に活動を行なった。
　　  　    １)区民大会に審判員の派遣 し、ジャッジペーパのチェック及び、コールやジャッジの指導を行なった。 
　　  　    ２)ルールの浸透を目指し、初級審判講習会の実施した。
　　 　     ３）県主催大会に審判員の派遣 （個人対応）した。更新までに1回は、県主催大会に審判に参加して
　　　　　　　　ほしい。
　　　４．２　審判部会計報告（詳細は、バドミントン協会総会で報告）
　　　　　　･参考として、審判部の会計報告（収入；審判講習会で\10,500、支出；日バ登録費、審判員交通費・
　　　　　　　弁当代、通信費、雑費\64,080）した。
　　　４．３　今年度の改善事項
　　　　　　･大会プログラムに主審のコールの仕方を掲載し、各大会の開会式でPRした。
　　　　　　･大会プログラムにルールワンポイントアドバイスを掲載し、各大会の開会式でPRした。
　　　　　　･スコアシート記入の仕方・コールの仕方のダイジェスト版を作り、バドミントン協会のHPに掲載した。
　　　４．４　質問事項
　　  　    １)ゲーム終了時のスコア記入は、日バと神奈川方式でどの様に違うのか？ 
　　　　　　　⇒日バは、各ゲーム終了時のスコア記入後、１マス空けてスコアを分数表示し、まるで囲む。神奈川
　　　　　　　　方式は、一番左の四角いマスに得点を記入する。戸塚区バド協は、日バ・神奈川併用記載とする。
　　  　    ２)サーブを構えた時、手が小刻みに前後に震えている人がいるが、これはフォルトか？ 
　　　　　　　⇒手が小刻みに、前後に震えているのが、常時行なわれている場合は、現状フォルトにしていない。
　　　　　　　　タイミングを変えたりする場合は、フォルトにする。
　　　　　　　　⇒親善試合でサービスフォルトは、取らなくて良いと言われた。(部員）
　　　　　　　　⇒ルールはルールなので、フォルトと主審が判断した場合は、フォルトを取った方が良い。(部員）
　　　　　　　　⇒フォルトを取れない人が多くいる課題が有る。気がついた人は指導をお願いする。
　　  　    ３)主審が気がつかないダブルタッチを線審がコールして、インプレイを止めた時の対応は？ 
　　　　　　　⇒選手が線審のコールでプレイをやめた場合は、レットとする。線審に権限がない為、線審には
　　　　　　　　注意を与える。
　　  　    ４)アバブザハンドは、無くなったと聞いたが本当か？ 
　　　　　　　⇒現在も、アバブザハンド、アバブザウエストは有るので、その噂は誤りである。
　　　　　　　　アバブザハンド、アバブザウエストの解説を再度行なった。　　　　
　　  　    ５)ルール変更で、携帯のマナーモードがなった場合は、警告対象か？
　　　　　　　⇒プレーの注意をそらしたかを主審の判断でジャッジする。
　　  　    ６)県派遣審判に申し込んでも断られる場合は有るか。 
　　　　　　　⇒募集人数がオーバーしすぎた場合は可能性が有ります。県バド協会では、年間予定表を公開して
　　　　　　　　いるので、希望する大会は早めに申し込み、当日参加出来るように調整をお願いする。
　　  　    ７)県派遣審判の服装は、指定のジャンパーを着用しないといけないのか？ 
　　　　　　　⇒指定のジャンパーやポロシャツの推奨をしているが、審判として節度ある服装ならよい。

　　二号議案   審判講習会について　　
　　 　     ・２２年度の審判講習会（１０／２３）は、初級者を対象に、講義２時間、実技２時間で行った。
　　　　　　　審判部でも不慣れな方は、講習会に参加しスキルの向上に努めてください。
　　 　     ・希望クラブがあれば、クラブに出向き審判講習会を実施する予定でしたが、希望がなく未実施となった。
　　      １) 新議案２－１は、承認された。
　　 　     ・２３年度の審判講習会は、10月１５日に審判講習会（戸塚SC）で実施する。
　　 　     ・２３年度の審判講習会対象及び、内容は、審判部　部員にアンケート調査を行ない決定する。

　　　　　　　記録　審判部　



　　三号議案　　日バ登録料について　　　
　　      １)新議案３－１は、承認された。　
　　      　・県・区の活動に協力した人を対象に日バ登録費を支払う。（計画的に継続更新を目的としている）
　　　　　　　承認された為、２３年度審判部を継続する29名（個人登録：１６名、協会一括登録：１３名）に登録費を
　　　　　　　支払う。又、協会一括登録者は、戸塚バドミントン協会登録で処理を行なう。

　　四号議案　　　　　　　
　　　　　１）平成２３年度審判員年間予定表（案）について　：　新議案４－１は承認された。　　　
　　　　　　　・一部日程調整要求がある為、年間予定表を修正し、HPに更新する。
　　　　　　　　⇒村上さん（会長杯⇒団体戦）、井上さん（団体戦⇒会長杯）の修正を行ない、戸塚バドミントン
　　　　　　　　　協会HPに掲載する。　
　　　　　２）３級資格取得講習会　：　新議案４－２は、承認された。
　　　　　　　・各クラブに1名は、審判資格を持った人がいるようにし、ルール等をクラブに伝達できるようにしたい。
　　　　　　　・各クラブに３級資格取得希望が有るか調査し、10名程度集まるようであれば、３級資格検定会を
　　　　　　　　戸塚で実施して頂けるように県協会交渉する。

　　その他
　　　　　１）春季関東学生リーグは中止。５/５の全日本社会人予選（小田原アリーナ）は審判員が不足してます
　　　　　　　ので、都合のつく方は、参加をお願いします。
　　　　　２）戸塚バドミントン協会総会で承認されると、今年度で山本（４年間在任）が審判部部長を退任する。
　　　　　　　今後は、斧が審判部　部長となります。
　　　　　３）審判部総会後のケーススタディは、時間の都合で省略された。
　　　　　４）質問　：
　　　　　　　・総会欠席者に対し、審判部は議事録を送付しているか？
　　　　　　　　⇒資料は、全員に送付し、議事録及び、審判年間予定表は戸塚区バドミントン協会HPに掲載して
　　　　　　　　　いる。議事録送付の要望が有れば、検討する。

　　　　　　　　ー　　以上　　－


